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「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の

改訂について 

 

 

 医療用医薬品の流通改善については、流通関係者において、「医療用医薬品の

流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」（以下「流通改善ガイ

ドライン」という。）に基づく取り組みが実施されているところです。 

今般、令和７年５月に公布された品質の確保された医薬品の国民への迅速か

つ適切な提供を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律等の一部を改正する法律において、製造販売業者における出荷

停止等の届出義務や供給不足を未然に防止するための措置に関する指示等、医

療用医薬品の安定供給の確保のための規定が整備され、また、昨今の物価上昇等

により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コストが上昇しているなど、流通

を取り巻く環境変化に対して、流通関係者が一体となって将来にわたり流通機

能の安定性を確保するため、流通改善ガイドラインの改訂を行いました。 

 貴職におかれましては、貴団体会員等に対し周知の上、遵守されるようお願い

いたします。


